
地域の環境や農業の実態等を勘案した上で、地域を限定して支援の

対象とする取組です。次ページからの表に示すとおり、承認を受けた都
道府県、取組、地域、作物において取り組むことが可能です。

○地域特認取組 （５割低減の取組との組み合わせ）

（１）地域特認取組とは

（２）地域特認取組の要件

都道府県が定める基準によることとしています。
詳細については都道府県、市町村にお問い合わせください。

令和３年度
日本型直接支払制度のうち

環境保全型農業直接支払交付金

※ 本制度は予算の範囲内で交付金を交付する仕組みです。
申請額の全国合計が予算額を上回った場合、交付額が減額されることがあります。
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